
1 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

施策の基本的方向 (1) 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

ｱ 市の審議会等委員への女性の参画の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

行政室

各種審議会における女性委員
の比率が、目標年度の平成２４
年度に、３０％以上となるよう、
「審議会等の設置運営に関す
る指針」に基づき、各種審議会
の担当課に周知をはかる。

平成24年度の女性構成比は
24.5％（全審議会委員のうち女性
委員数140人／全審議委員数572
人）

「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、各種審
議会の担当課に周知をはか
る。また、特に審議会を新設す
る際には、女性委員を登用す
るよう担当課へ個別に依頼す
る。

B 4

各種審議会における女性委員登
用率３０％を達成するため、「審議
会等の設置及び運営に関する指
針」に基づき、各種審議会の担当
課に周知をはかる。また、特に審
議会を新設する際には、女性委員
を登用するよう担当課へ個別に依
頼する。

消防
総務課

消防委員会委員の女性委員の
積極的な登用

会議通知文に「男女共同参画の
視点での保育活用指針」に基づき
保育をつけることができる旨記載
した。

平成２５年度は委員の改選が
あるので、関係団体推薦依頼
文に保育活用指針に基づき保
育事項を添付する。
※（任期２年）

Ａ 3

平成25年度は委員の任期満了を
迎えるため、新たに委員の選考を
行う。その際に積極的に女性委員
の登用を図る。会議中の保育がで
きることについて周知徹底を図る。

行政室

各種審議会委員の選任におい
て、公募により選出される委員
の数を増やすため、「審議会等
の設置運営に関する指針」に
基づき、各種審議会の担当課
に周知をはかる。

平成24年度の構成比は4.2％（全
審議委員のうち全公募委員数24
人／全審議委員数572人）

「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、各種審
議会の担当課に周知をはか
る。また、特に審議会を新設す
る際には、公募委員を登用す
るよう担当課へ個別に依頼す
る。

B 4

公募委員のいない審議会が依然
として存在しているので、各種審
議会委員の選任において、公募に
より選出される委員の数を増やす
ため、「審議会等の設置及び運営
に関する指針」に基づき、各種審
議会の担当課に周知をはかる。ま
た、特に審議会を新設する際に
は、公募により選出される委員を
設定するよう担当課へ個別に依頼
する。

こども支
援室

2年任期なので次期選考は平
成25年度になる。
次世代育成支援対策地域協議
会開催の時には、保育つきで
あることを伝え参加しやすい環
境をつくる。

次世代育成支援対策地域協議会
の開催時に保育を行えることを周
知し、子育てをしている委員が出
席することができた。

市民が協議会に積極的に参加
できるような環境を整備する。

A 3

平成25年度は委員の任期満了を
迎えるため、新たに委員の選考を
行う。
その際に積極的に女性委員の登
用を図る。
会議中の保育ができることについ
て周知徹底を図る。

2
女性委員の登用のための公
募枠の拡大

事業等
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目標No

具体的施策

1
女性委員比率目標（３０％）の
達成
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3 行政室

女性委員のいない審議会を目
標年度である平成24年度まで
になくすため、「審議会等の設
置及び運営に関する指針」に
基づき、各種審議会の担当課
に周知をはかる。

平成24年度の女性委員がいない
審議会比率は28.6％（16審議会／
56審議会）

「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、各種審
議会の担当課に周知をはか
る。また、特に審議会を新設す
る際には、女性委員を登用す
るよう担当課へ個別に依頼す
る。

B 4

女性委員のいない審議会を目標
年度である平成25年度までになく
すため、「審議会等の設置及び運
営に関する指針」に基づき、各種
審議会の担当課に周知をはかる。
また、特に審議会を新設する際に
は、女性委員を登用するよう担当
課へ個別に依頼する。

4
男女
共同

参画室

推薦できる体制を維持し、女性
委員のいない審議会所属に対
して推薦をするよう働きかけ
る。

男女共同参画関係団体ネットワー
ク会議の登録団体が審議会の推
薦がきた時に、登録団体の中から
委員を選出することに引き続き合
意を得たが、依頼がなかった。

推薦依頼が来るよう各所属に
対して、積極的な働きかけをし
ていく必要がある。

B 4 24年度と同様

イ 女性職員の採用・管理職への登用等の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

5 人事室

男女の区別による制限を設け
ず、成績による採用を継続す
る。
女性職員の職域の拡大を図る
ため、これまで男性職員でなけ
れば困難とされていた職域に
女性職員を配置することを検
討する。

男女の区別のない採用を行った。
平成２４年度も女性の消防職員を
２名配置した。

女性が働きやすい職場環境の
整備が課題である。

Ａ 1

男女の区別による制限を設けず、
成績による採用を継続する。
また、引き続き女性職員の職域の
拡大を図るため、これまで男性職
員でなければ困難とされていた職
域に女性職員を配置することを検
討する。

6 人事室
男女の区別のない平等な研修
受講を継続する。

男女の区別のない平等な研修を
行った。 Ａ 1 24年度と同様

7 人事室
女性職員の管理職員への登用
の拡大を図る。

女性１名を管理職として登用し
た。

引き続き女性職員の管理職へ
の登用の拡大を図る。 Ｂ 1

引き続き女性職員の管理職員へ
の登用の拡大を図る。

8 指導室

女性教員の管理職を目指す意
識を醸成するとともに、各種研
修会で女性教員の意識啓発を
行う。

女性管理職として、校長2名、教
頭2名、県東葛飾教育事務所指導
主事１名、教務主任2名であった。

管理職候補の人材の育成を引
き続き進めていく。

B 1
管理職候補の女性職員の意識を
継続的に醸成し、関連した研修会
への積極的な参加を促す。

市女性職員の管理職への登
用の促進

女性教員の管理職への登用
の促進

具体的施策

事業等

職域にとらわれない職員の採
用・拡大

職務分担や研修機会等の男
女平等

女性委員登用推進のため市
内関係団体との連携

女性委員のいない審議会等の
数の削減
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施策の基本的方向 （２） 能力を発揮できるための環境づくり

ｱ エンパワーメントのための研修・学習機会の充実

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

9
生涯
学習

推進課

講師派遣メニューに登録され
た、男女共同参画室担当の
「新しいパートナーシップをめざ
して」のさらなる啓発に努める

70事業の講師派遣メニューから、
189件の派遣要望にお応えし、
13,735人が参加しました。

男女共同参画室において、
さらに女性の興味をひくメ
ニューをつくる

B 1

講師派遣を受けることのできる団
体等に対し、企画立案時（要望時）
に男女双方が利用しやすい配慮
について指導する。

10
男女
共同

参画室

他市や国立女性教育会館での
過去の研究等を参考にしなが
ら学習プログラムについて研究
する。

国立女性教育会館の「人材が育
つための学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発」を
参考とした。

新しいプログラムの開発は今
後検討する。

B 4
平成23年度の保育ボランティア養
成講座をさらに充実させたものに
改定する。

11
男女
共同

参画室

市民企画セミナー運営委員を
募り、企画していく中で男女共
同参画を理解してもらう。国立
女性教育会館(ヌエック)で実施
される女性リーダー等の交流・
研修会に参加し、育成していく

市民企画セミナーに４名の市民が
企画運営し開催した。
ヌエックのセミナーは情報提供の
みとなった。

B
2
3

24年度と同様

男女
共同

参画室

県、民間団体等で開催される
講座情報等を収集・提供する。
提供にあたっては、見やすい
工夫を行う。

国・県等からの関係資料を情報
コーナーに配架し周知を図った。
配架にあたっては、見やすいよう
に配架スタンドの位置の変更、チ
ラシの更新に努めた。

A
2
3

県、民間団体等で開催される講座
情報等を収集・提供する。

生涯
学習

推進課

生涯学習カレンダーを年２回以
上発行し、まなびぃネットの登
録情報の更新を図る。

生涯学習カレンダーを発行すると
ともにまなびぃネットの情報を更新
した。

生涯学習カレンダーを発行後
に訂正があった。 A

1
4

生涯学習カレンダーの内容を確認
し、より活用しやすい資料となるよ
う工夫する。まなびぃネットの登録
情報の更新を図る。

イ 人材育成に関する情報の整備・提供

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

13
男女
共同

参画室

千葉県女性人材リストへの情
報提供により、市内女性の人
材発掘と登録の推進に努め
る。

人材発掘のためまなびぃネットの
講師・指導者リストの女性を活用
できないか検討した。

まなびぃネットの講師・指導者
リスト登録者の更新年ではな
かった。更新年に千葉県人材
リストへの登録呼びかけをを同
封させてもらうこととする。

B 1
まなびぃネット講師・指導者リスト
を活用し、千葉県女性人材リスト
への登録を呼びかける

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

事業等

女性リーダーの養成

女性の人材育成情報と登録の
推進

具体的施策

事業等

講師派遣制度の充実

学習プログラムの研究・開発

学習情報の収集と提供12

具体的施策

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）
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2 男女共同参画の視点に立った意識改革・慣行の見直し

施策の基本的方向 (1) 男女共同参画の視点に立った意識改革・慣行の見直し

ｱ 性別役割分担意識の是正・慣行の見直し

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

14
男女
共同

参画室

男女共同参画セミナーのテー
マとして検討する。

男女共同参画週間事業での映画
上映、市民企画セミナー、行政企
画セミナー、まなびぃふれあいフェ
スタ研修会で延べ1,607人の参加
を得た。

A
1  2
3  4

24年度と同様

人事室

男女共同参画研修を、職員研
修の中で実施し、新規採用職
員以外の職員にも参加を促
す。

男女共同参画研修を実施し（新規
採用職員研修と合同実施）４５名
（うち新規採用職員以外１８名）が
受講した。

Ａ 4 24年度と同様

男女
共同

参画室

総務課と連携し職員研修にお
いて取組む。

新規採用職員研修、関係者研修
で研修を実施。また、市職員のた
めの表現ガイドの見直しを実施
し、周知した。

A
1  2
   4

24年度と同様

指導室
各種調査を行うとともに研修等
による意識改革を行う。

十分な話し合いのもとに男女平等
の視点に立った業務割り振りを
行った。

男女平等の視点に立った業務
の割り振り、及び業務の内容を
今後とも検討していく。

B 2
男女平等の視点に立った業務の
割り振り、及び業務の内容を検討
していく。

16 人事室
職場での旧姓使用の制度の周
知を図る。

平成２４年度は５件の申請があっ
た。

徐々に周知されていると考える
が、さらなる周知を図っていく。 B 3

引き続き職場での旧姓使用の制
度の周知を図る。

イ 広く市民に行きわたる広報・啓発活動の展開

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

17
男女
共同

参画室

男女共同参画意識の醸成のた
め、関連情報を市広報や市及
び男女共同参画推進センター
ホームページに随時掲載す
る。男女共同参画推進センター
ホームページを見やすい位置
に設定する。

市及び男女共同参画推進セン
ターホームページ等に事業等の
掲載を行った。男女共同参画推進
センターホームページはリニュー
アルし、見やすい画面づくりに努
めた。

A 2

男女共同参画意識の醸成のた
め、関連情報を市広報や市及び男
女共同参画推進センターホーム
ページに随時掲載する。

職場での旧姓使用の周知

具体的施策

事業等

広報媒体の活用

目標No

具体的施策

事業等

人それぞれの生き方や多様な
家族を認め合う意識を醸成す
るための講演会・講座の実施

15
男女共同参画の視点に立った

市の業務の見直し
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18
男女
共同

参画室

市民と協働で男女共同参画情
報誌『ほほえみ』第8号を発行
する。

男女共同参画情報誌「ほほえみ」
第8号を発行し全戸配布した。

A
1  2
   4

市民と協働で男女共同参画情報
誌『ほほえみ』第9号を発行する。

19
男女
共同

参画室

男女共同参画セミナーのテー
マとして検討する。

男女共同参画週間事業での映画
上映、市民企画セミナー、行政企
画セミナー、まなびぃふれあいフェ
スタ研修会で延べ1,607人の参加
を得た。

A
1  2
3  4

24年度と同様

施策の基本的方向 （２） メディアにおける女性の人権の尊重

ｱ 市の広報・出版物等における性にとらわれない表現の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

20
男女
共同

参画室

「男女共同参画の視点から考
える鎌ケ谷市職員のための表
現ガイド」の見直しと周知

「男女共同参画の視点から考える
鎌ケ谷市職員のための表現ガイ
ド」の見直しを行い周知した。

A
2
4

「男女共同参画の視点から考える
鎌ケ谷市職員のための表現ガイ
ド」の周知

21
男女
共同

参画室

市職員のための表現ガイドを
活用し、事前のチェックを検討
する。

「男女共同参画の視点から考える
鎌ケ谷市職員のための表現ガイ
ド」（平成19年度作成ずみ）の周知
することにより、事前チェックの効
果をはかった。

B 4 24年度と同様

イ 女性の人権を尊重した表現の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

男女
共同

参画室

センターニュースのテーマとし
て検討する。

男女共同参画推進センター発行
のセンターニュース第21号にて
テーマとして取り上げ、記事を掲
載した。

Ａ 3 26年度実施予定

生涯
学習

推進課

「子育て」で自由に外出しにくい
子育て中の方を対象に、「保
育」付きの講座を設ける。

ボランティア団体との協働により
パソコン講座を開催した。
パソコンに対する需要は高く、毎
回、定員を超える応募がある。

今後、さらなる需要に応えるべ
き体制を整えるなど、フレキシ
ブルに対応する必要がある。

Ａ 3

「子育て」で自由に外出しにくい子
育てママさんを対象にインターネッ
トなどで多くの情報を発信する。
（まなびぃネット、市ホームページ
等）

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

22
メディア・リテラシーの向上に
関する講座等の実施

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

具体的施策

事業等

行政刊行物等に関するガイド
ラインの周知

行政刊行物の事前チェックの
検討

具体的施策

事業等

啓発紙の発行

男女共同参画に関する講演
会・講座の実施

-  5 -



3 男女のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の支援

施策の基本的方向 (1) 労働の場における男女平等の推進

ｱ 雇用の場における男女の均等な機会と待遇の確保（性別による不平等が生じることのないよう雇用者等への啓発

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

23
商工

振興課

男女雇用機会均等法に関する
パンフレット等を配布する。
育児休業・介護休業取得につ
いてのパンフレット等を配布す
る。
男女雇用機会均等法に関する
情報を広報に掲載し周知を図
る。労働時間短縮やフレックス
タイム制度についての啓発を
図るため、パンフレット等を配
布する。労働者派遣法に関す
るパンフレット等を配布し、周知
を図る。パートタイム労働法に
関するパンフレット等を配布す

国、県の作成したポスター・パンフ
レットを掲示した。

Ｂ 3 24年度と同様

商工
振興課

男女共同参画表彰制度に関す
る情報を広報、HPに掲載し周
知を図る。

『｢均等・両立推進企業表彰」候補
企業の募集』に係る広報掲載を実
施した。

A 3 24年度と同様

男女
共同

参画室

千葉県で実施している男女共
同参画表彰制度を広報等で周
知する。

パンフレットをセンターへ配架、男
女共同参画推進センターウエブサ
イトへ掲載した。また、商工会へ
直接情報提供した。

A
2　3
　4

24年度と同様

イ 農業、自営業等における男女共同参画の確立（農業、自営業等における男女のパートナーシップの確立）

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

商工
振興課

女性が様々な分野や職域で活
躍している企業をパンフレット
等で紹介する。
男女雇用機会均等法に関する
ポスターの掲示及びパンフレッ
トの配布を行う。

永年勤続優良従業員表彰式を開
催し、永年勤続優良従業員とし
て、女性２名を表彰し広報で掲載
した。
男女雇用機会均等法に関するパ
ンフレットを配布した。

Ａ 1 24年度と同様

男女
共同

参画室

男女共同参画セミナーのテー
マとして検討する。

セミナーについて等の記事を商工
会報(10・2月号)でも情報提供する
ことができた。

A
  1   2
  3

24年度と同様

職場における男女共同参画を
醸成するための研修会等の実
施

25

事業等

男女雇用機会均等法等雇用
関係法の周知

24
男女共同参画表彰制度の周
知

具体的施策

事業等

目標No

具体的施策
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商工
振興課

男女共同参画研修についての
情報提供を行う。

国、県の作成した男女共同参画
に関するパンフレットを配布した。

Ｂ 3 24年度と同様

男女
共同

参画室
雇用に関する情報提供を行う。

セミナーについての記事を商工会
報でも情報提供することができ
た。

A
3
4

男女共同参画に関する出前講座
や雇用に関する情報提供を行う。

農業振
興課

男女共同参画に関する情報の
提供を行い、各経営体の業務
等への活用を図る。

東葛飾農業事務所が、主催する
「男女共同参画東葛飾地域推進
会議」及び「とうかつ女性農業者
ネットワーク研修及び情報交換
会」に参加した。

今後も、男女共同参画に関す
る情報を収集する。

Ｂ 4
情報収集を積極的に行い、各経営
体の業務等への活用を図る。

商工振
興課

雇用主への女性の職場拡大に
ついての啓発（女性が様々な
分野で活躍している企業を広
報で紹介する。）

永年勤続優良従業員表彰式を開
催し、永年勤続優良従業員とし
て、女性２名を表彰し広報で掲載
した。

A 3 24年度と同様

農業委
員会

幅広い視点で意見を出してもら
うことにより、総会等において
女性の登用の働きかけを行う。

推薦母体に女性委員の登用につ
いて働きかけを行った。（今年度
は改選・退任無）。また、東葛飾地
区の関係会議へ参加し理解を深
めるとともに近隣市との情報交換
を行った。

今後は、さらに推薦母体等へ
の働きかけを行う。

A 1
女性委員の登用推進を図るため、
総会・関係団体に女性の登用の働
きかけを行う。

農業
振興課

総会等において、役員への女
性登用の働きかけを行うことに
より、女性役員の登用を促進
する。

総会等において、役員への女性
登用の働きかけを行ったが、実現
できなかった。

役員への女性登用を、今後も
継続して実施する。 Ｂ 4

総会等において、役員への女性登
用の働きかけを行う。

商工
振興課

商工会等の商工業団体につい
て女性役員を増やすよう協力
依頼をする。

実績なし

協力依頼を実施できなかった
が、商工会には現在３名の女
性役員がおり、今後さらに女性
役員を増やすよう協力依頼をし
ていく。

D
女性役員の登用推進を図るため、
女性の登用の働きかけを、関係団
体に行う。

28
農業

委員会

幅広い視点で意見を出してもら
うことにより、総会等において
女性の登用の働きかけを行う。

推薦母体に女性委員の登用につ
いて働きかけを行った。（今年度
は改選・退任無）。また、東葛飾地
区の関係会議へ参加し理解を深
めるとともに近隣市との情報交換
を行った。

今後は、さらに推薦母体等へ
の働きかけを行う。 A 1

女性委員の登用推進を図るため、
総会・関係団体に女性の登用の働
きかけを行う。

29
農業

振興課

農業事務所と協力し、労働条
件等の明文化を行う家族経営
協定の締結をした場合の有効
性等の周知を図る。

農業者が参加する各種会議にお
いて家族経営協定締結時に有効
性等の周知を図った。

家族経営協定の有効性を広く
周知するため、農業事務所と
の連携を強化していく。

Ｂ 4
農業事務所との連携を強化し、家
族経営協定の有効性を広く周知し
ていく。

関係団体への役員の女性登
用の働きかけ

28

関係団体への役員の女性登
用の働きかけ

家族経営協定の締結に向けた
情報提供

26
事業所に対する男女共同参画
研修等の支援

27
男女共同参画の視点に立った
業務等の見直しの促進
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施策の基本的方向 （２） 女性の就労支援

ｱ 女性に対する就労能力開発支援

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

30
商工

振興課
女性の再就職に対する講座を
実施する。

千葉県ジョブサポートセンターが
開催した女性の再就職支援セミ
ナーに協力し、５名が参加した。

Ａ 1 24年度と同様

31
商工

振興課
無料職業紹介所により女性の
労働相談を充実する。

職業紹介を含め、男女問わない
形での労働相談を実施した。 Ａ 3 24年度と同様

32
商工

振興課
女性の再就職に対する情報を
広報等で提供する。

女性の再就職応援セミナーの開
催等、女性の再就職に関するパ
ンフレットを配布した。

Ａ 3 24年度と同様

33
商工

振興課

女性の起業に対する情報の提
供を行うとともに、起業支援補
助金による支援を行う。

国、県の作成した企業支援に関
するパンフレットを配布した。
男女問わず企業支援補助金の募
集をしたが、女性からの応募は来
なかった。

B 3 24年度と同様

イ 働く女性の健康管理対策の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

商工
振興課

働く女性の健康管理について
パンフレット等を配布する。

働く女性の健康管理等に関する
パンフレットを配布した。 Ａ 3 24年度と同様

健康
増進課

妊婦面接にて周知し利用の仕
方について伝える。

母子健康手帳交付時に、働く妊婦
さんが安心して、安定した妊娠生
活が継続できるように、制度の周
知を行った。

Ａ 1 24年度と同様

労働相談の充実

再就職に向けた情報の提供

女性の起業支援

具体的施策

事業等

雇用主への働く女性に対する
健康管理対策実施の働きかけ

34

具体的施策

事業等

労働関係講座の実施
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施策の基本的方向 （３） 男女がともに仕事と生活の両立ができる環境づくり

ｱ 家庭生活（家事・育児・介護等）への男女共同参画の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

人事室
ノー残業デーを厳格なものと
し、さらなる拡大を目指す。

文書での通知、庁内放送での呼
びかけ、連絡会議を通して周知を
行った。

Ａ 3 24年度と同様

商工
振興課

ワーク・ライフ・バランスに関す
るパンフレット等を提示し、ノー
残業デーの拡大を図る。

国、県の作成したパンフレットを配
布した。
女性の再就職応援セミナーの開
催及び育児・介護に関するパンフ
レットを配布した。

B 3 24年度と同様

男女
共同

参画室

パンフレット等による情報提供
を行う。

パンフレットをセンターへ配架。男
女共同参画推進センターウエブサ
イトへ掲載した。また、商工会の
協力により商工会報へ掲載した。
(2月号)

A
1  2
3  4

24年度と同様

36
商工

振興課

パンフレット等を配布し、仕事と
育児・介護の両立しやすい職
場の意識啓発を図る。

国、県の作成した育児・介護に関
するパンフレットを配布した。

B 3 24年度と同様

障がい
福祉課

手話奉仕員養成講座などで意
識啓発の機会を作る。

平成24年度手話奉仕員養成講座
入門(全23回)を開催。参加者16名
内15名修了。難聴者のための手
話講習会(全12回)を開催。参加者
17名 内17名修了。啓発のための
手話講習会(全15回)を開催。参加
者15名うち15名修了。

手話奉仕員養成講座に参加者
自身が社会的支援をしたいと
いう意識が強い。

B 1
手話奉仕員養成講座などで意識
啓発や子育てや介護の情報交換
をする機会を作る。

こども
支援室

子育て支援センターを核にこど
も課、児童センター、保育園、
子育てサロン、つどいの広場に
おいて様々な子育ての情報を
提供する。

様々な場所で実施できた。

新規の方の参加をもっと増やし
ていきたい。
パパとの交流の場を増やして
いきたい。

Ａ 3
ホームページのリニューアルや携
帯やスマートフォンでの情報提供
をし、新規参加者数を増やす。

保育支
援室

子育て支援事業実施の情報提
供をする。

妊娠期、子育て期の対象事業に
おいて、共働きの子育てについて
知識の普及を図ると共に、相談で
きる窓口について周知を行う。

Ａ 1 24年度と同様

子育て・介護等情報の提供37

具体的施策

事業等

35
ワーク・ライフ・バランスについ
ての啓発

仕事と育児・介護の両立しや
すい職場環境整備の促進
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こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

子育て支援センターを核にこど
も課こども支援室、保育支援
室、児童センター、保育園、子
育てサロン、つどいの広場及び
地域子育て支援センターにお
いてさまざまな子育ての情報を
提供する。

広報、ホームページ、子育て・子
育ち応援ガイド及び子育て支援セ
ンターだより による情報提供を
行った。

Ａ 3 24年度と同様

高齢者
支援課

広報やホームページなどで、介
護保険制度に関する情報を提
供する。

広報９月１５日号で、介護保険制
度及び高齢者福祉サービスに関
して記事を掲載。
社会福祉協議会に対し、高齢者
福祉サービスに関する説明会を
実施。

平成２７年度の第６期介護保険
事業計画の策定に向けて、ア
ンケート調査を実施予定。

A 3

広報で介護保険制度に関する情
報を提供していくほか、自治会等
に高齢者福祉サービスに関する説
明会を実施する。
アンケート調査については２月に
実施を行う。

健康増
進課

気持に余裕を持って育児がで
きるよう、問題がある時に相談
場所をすぐ利用できる体制に
する。事業を通し、子育て、介
護情報の提供を行う。

妊娠期、子育て期の対象事業に
おいて、共働きの子育てについて
知識の普及を図ると共に、相談で
きる窓口について周知を行った。
また、相談を受けた際子育て等の
情報提供を行った。

Ａ 1 24年度と同様

障がい
福祉課

障がいがあっても子育てができ
るように自立支援法に定めら
れた自立支援システムの周知
を図ります。

聴覚障がい者の保護者が学校行
事に参加できるよう手話通訳の派
遣制度を利用してもらった。８回／
年

手話通訳を必要とする子育て
世代の聴覚障がい者の保護者
が尐なくなってきている。

B 1
障がいがあっても子育てができる
ように手話通訳派遣制度等の周
知を図ります。

保育
支援室

子育て支援事業を実施する。 育児相談や、園庭開放を行った。 Ａ 1 24年度と同様

こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

父親の参加を促す。
パパサロンを4回開催
（内、１回は同窓会）
延べ３０組の父子が参加

基本は３回コースであるが、参
加がしやすいように１回参加も
可とした

Ａ 3
父親の育児参加を促す。
父親同士の交流の楽しさを伝える

高齢者
支援課

介護に関する知識や技術の講
座を開催し、今後も男性参加
者を増やしていく。

介護者教室　実施回数３回
参加男性人数延べ２０人（５７人
中）

チラシ等の配布をすることで、
利用者、特に男性の参加者を
増やしていきたい。

B 1
介護に関する知識や技術の講座
を開催する。

健康
増進課

健康相談・診査、育児サークル
等において「食育」「トイレットト
レーニング」「歯磨き指導」をは
じめ身の回りのことが自分でで
きるように指導する。

健康相談・診査、育児教室等にお
いて、年齢にあわせ身の回りのこ
とが自分でできるよう教育、指導
を行った。相談：89回1961人教育：
80回　4245人実施。

Ａ
1
3

24年度と同様

生涯
学習

推進課

各学習センターにおいて家庭
教育セミナーや親子セミナー等
の乳幼児対象事業の充実を図
る。

各学習センター（公民館）におい
て、乳幼児期対象の家庭教育セミ
ナーや親子セミナー等を開催し
た。

子育て世代の参加に対する働
きかけを積極的に行う。

B
2
4

各学習センターにおいて家庭教育
セミナーや親子セミナー等の乳幼
児対象事業の増加、充実を図る。
参加者の増加を呼び掛ける。

37

子育て・介護等の講座の実施38

子育て・介護等情報の提供
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障がい
福祉課

窓口の相談強化に加え、地域
活動支援センターへの相談事
業の充実に努める。

八千代地域活動支援センター２４
人、サポートネット鎌ケ谷２，１６１
人

市外の地域活動支援センター
における鎌ケ谷市の相談件数
が昨年度よりは増えているもの
の依然として尐ない傾向にあ
る。相談事業所の周知も必要
である。

B 1

窓口の相談強化に加え、相談事
業所の周知、地域活動支援セン
ターへの相談事業の充実に努め
る。

こども
支援室

親子教室や子育てサロン等を
実施する中で様々な相談に応
じている。また子育て支援セン
ターでは、つどいの広場を実施
している。パパサロン開催予
定。

各種子育てサロンを各児童セン
ターで実施し、延べ4006人の利用
者有。
つどいの広場　開催日数１４７日。
利用者2,517組5,265人の利用が
あった。

新規利用者の増加 Ａ 3

親子教室や子育てサロン等を実
施する中で様々な相談に応じてい
る。また子育て支援センターでは、
にじの広場を実施している。パパ
サロン開催予定。南児童センター
において、つどいの広場を実施予
定。

保育
支援室

保育園で乳幼児の子育ての不
安、悩みなどの相談に応じる。

保育園で乳幼児の子育ての不
安、悩みなどの相談に応じた。 Ａ 1 24年度と同様

こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

乳幼児の子育てに関する各種
相談に応じる。また、必要に応
じて他機関へつなげていく。

各種子育てサロン及び子育て支
援センターにおいて子育て相談の
対応を行った。

Ａ 4
乳幼児の子育てに関する各種相
談に応じる。また、必要に応じて他
機関へつなげていく。

高齢者
支援課

地域包括支援センターと連携
のもと、情報の共有や相談業
務を行っていく。

相談件数
(平成２３年度)
地域包括支援センター 3,932件
(平成２４年度)
高齢者支援課　　　   　321件

Ａ 1 24年度と同様

健康
増進課

市内１０会場で年39回新米ママ
の会を実施する。

市内10会場で３９回実施。年間５
２１組の親子が参加した。 Ａ

   1
   3  4

市内10会場で３９回,初めての親子
が集える交流の場を実施する。

40

子育て
総合相
談室/こ
ども発達

ｾﾝﾀｰ

こども発達センターにおいて、
家族参観日等を通して発達に
不安、悩みのある子どもの状
況を家族で理解することで、家
族で子育てをするきっかけを提
供する｡

父親も参加をしやすいよう、参観
日を休日に設定し、実施した。

参観後のフォローが父親に対
して十分に実施できない。

B 1
家族参観日の実施と保護者対象
の講演会の実施

子育て支援環境の充実（ファミ
リーサポートセンター・保育園・
放課後児童クラブ（学童保
育）・児童館等）

39 子育て・介護等の相談の充実
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こども
支援室

各小学校内に放課後児童クラ
ブ(学童保育)を設置することに
より､保護者が昼間家庭にいな
い児童に､放課後に適切な遊
び及び生活の場を与えて、そ
の健全な育成を図る｡
児童館事業の充実(親子教室､
子どもクラブ､行事の充実を図
る｡)
子育てにかかる経済的負担を
軽減するため､子ども手当の支
給や子ども医療費助成を行う｡

放課後児童数　３９２人
（平成24年5月1日）
児童センター運営委員会連絡協
議会を開催
（平成24年11月20日）
児童手当の支給や子ども医療費
等の助成を行うことにより、子育
てにかかる軽減を図った。
児童手当　　　　　8,667人
子ども医療費　　11,614人

放課後児童クラブの開設時間
が保育園と異なり利用保護者
から開設時間延長の要望もあ
るため、今後開設時間の延長
を検討していく。

Ａ 1

放課後児童クラブの開設時間延
長について検討する。
こども医療費の平成２６年度から
の拡充の準備をする。

保育
支援室

平成24年度も継続実施。市単
補助分17,000円。一時保育、延
長保育、病後児保育を継続実
施する。市内幼稚園での預か
り保育の推進。（幼稚園6園で
の継続事業に補助する。）

幼稚園就園奨励費補助金を実
施。一時・延長・病後児保育を保
育園等で実施。預かり保育私立
幼稚園６園で実施。

Ａ 1 24年度と同様

子育て
総合

相談室

ファミリーサポートセンターの提
供会員数の拡充を図り、子育
てにおける市民相互支援体制
の拡充を図る。

会員数：679人（依頼会員：512人、
提供会員130人、両会員37人）
援助活動実績：2,344件

A 3 24年度と同様

学務室

制度改正により、一部の費目
について、準要保護世帯の認
定範囲を広げたので、これまで
以上に制度についての周知を
図るため、保護者に向けお知
らせ文書の内容を見直し、年
度当初から市HPでの情報提供
を行う。

24年度から制度の一部改正によ
り、準要保護の範囲を一部費目に
ついて拡大した。要保護児童生
徒：121人　準要保護Ⅰ児童生徒：
409人　準要保護Ⅱ児童生徒：67
人に対し、39,297千円の援助を
行った。

国で生活保護基準の見直しが
予定されており、認定基準の見
直しや、援助内容の検討などを
していく必要がある。

Ｂ
1
3

就学援助費受給申請者に対し、認
定審査を行い、該当世帯に対し学
用品費、校外活動費、学校給食費
等、就学に必要な援助を実施す
る。

こども
支援室

ひとり親家庭に対して、各種事
業の情報提供を行う。

24年度作成のひとり親等ガイド
ブック､各種制度のパンフレット､
リーフレットを窓口におき､相談に
来た方にはその場で配布し､制度
の説明を行っている｡

制度の利用者にアンケート調
査を行い、利用者の意見を聞く
ことができたが、その意見をど
のように制度に反映していくこ
とができるか課題となる。

Ａ
1
2

ひとり親家庭に対する制度は現状
維持であるが、手続方法等につい
て対象者の利便性の向上が図れ
るよう検討する。

子育て
総合

相談室

母子自立支援員などが、経済
上の問題や児童の就学、子育
てに関して相談に応じる。
母子福祉資金（貸付）業務など
各種制度を充実する。

母子家庭等高等職業訓練促進給
付金の支給期間の拡大・母子家
庭等自立支援教育訓練給付金制
度の実施。

国の動向によって制度が変更
されており、それに併せた的確
な対応が必要

A 1

母子自立支援員などが、経済上の
問題や児童の就学、子育てに関し
て相談に応じる。母子福祉資金
（貸付）業務など各種制度を充実
する。母子家庭自立支援給付金
事業の対象者に父子家庭を加え
ることを検討する。

40

子育て支援環境の充実（ファミ
リーサポートセンター・保育園・
放課後児童クラブ（学童保
育）・児童館等）

ひとり親家庭等に対する情報・
相談・経済的支援

41
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こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

子育て支援センターを核に各
保育園、児童センター、地域子
育て支援センター、健康増進
課、幼児療育指導室などと連
携した子育てネットワークを構
築し、子育ての支援、情報提供
を行う。

子育て関係機関、関係団体で構
成する子育てネットワーク会議を
11月20日に開催した。

A 4

子育て支援センターを核に各保育
園、児童センター、地域子育て支
援センター、健康増進課、幼児療
育指導室などと連携した子育て
ネットワークを構築し、子育ての支
援、情報提供を行う。

生涯
学習

推進課

子育て総合相談室､子育て支
援センター、こども支援室、児
童センター､保育園や健康増進
課､障がい福祉課の関係機関
などと連携した子育てネット
ワークを構築し､情報交換を行
う。

子育て関係機関、関係団体で構
成する子育てネットワーク会議を
11月20日に開催した。

事務局で話し合いの場を持ち、
今後の方針を協議した。

Ａ
2
4

引き続き子育てネットワーク会議を
開催し、情報交換を行う。子育て
支援講演会を開催する。

男女
共同

参画室
男女共同参画情報提供する。

市民企画セミナー「第二の人生プ
ランセミナー」を実施した。また、
ほほえみ8号に市の子育て支援情
報を掲載した。商工会報2月号に
商工振興課と連名でﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞ
ﾗﾝｽの記事を掲載した。

A
1  2
3  4

子育て中の方が講座等に参加で
きるよう保育ボランティアを養成す
る。

こども
支援室

子育てにかかる経済的負担を
軽減するため、児童手当の支
給や子ども医療費助成を行う。

子ども医療費助成平成２４年４月
１日限度額撤廃。平成２４年１２月
１日より入院に限られるが、中学
校３年生まで助成対象を拡大。

第2次実施計画において平成２
６年度から、小学校６年生まで
の通院部分まで対象を拡大す
る予定。

A 1

平成２６年度より子ども医療費助
成対象を拡大する予定のため、条
例改正やシステム改修等の準備
を行う。

保育
支援室

保育園で家庭生活をおくる習
慣を身につける。

身の回りのことが自分でできるよ
う保育園で指導を行った。 Ａ 1 24年度と同様

こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

父親の育児参加を促す。
パパサロンを４回開催
（内、1回は同窓会）

基本は３回コースであるが、参
加がしやすいよう1日参加も可
とした。

A 3
父親の育児参加を促す。
父親同士の交流の楽しさを伝える

高齢者
支援課

生涯大学校入学に関しての広
報活動や推薦を行う。

公共施設に対し、募集広告を配布
した。

県が実施している事業のため、
情報を共有していくことが必要
である。

B 3

生涯大学校の入学に関して広報
活動を実施するほか、県主催の市
町村連絡会議において情報共有
を行う。

生涯
学習

推進課

各種調査・分析を行うとともに、
研修・講座等により意識改革を
行う

子どもの発達時期に応じ、家庭教
育に関する講座を各学習センター
（公民館）で開催した。

子育て世代の参加に対する働
きかけを積極的に行う。

B
2
4

家庭生活に関する講座や研修を
実施する。

43
男女の差なく家庭生活をおくる
ことのできる支援や学習機会
の提供

42 子育てネットワークの充実
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イ 地域活動への男女共同参画の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

44
市民
活動

推進課

より多くの人が参加できるよう
説明会や講演会等の開催日時
に配慮し,保育の受付などをす
る。

市民活動推進センター及び市民
活動推進センターＨＰ等におい
て、情報提供をした。また、実際に
講座開催時の保育の利用があっ
た。

ＮＰＯを対象にした講座などで
開催日時を配慮するとともに、
保育も引き続き利用できるよう
調整をする。

B 3

より多くの人が参加できるよう説明
会や講演会等の開催日時に配慮
し,保育の利用もできるよう引き続
き行う。

45
男女
共同

参画室

より多くの人が参加できるよう
説明会や講演会等の開催日時
に配慮する。

平日だけでなく、祝日や休日のセ
ミナーを開催した。また、子育て中
の方が参加できるよう保育付の事
業等も実施した。

A
   1  2
   3

保育ボランティア養成講座を行
い、ボランティアを養成する。より
多くの人が参加できるよう説明会
や講演会等の開催日時に配慮し、
保育付で実施する。

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

ボランティア活動など地域社会
への参加の促進

曜日や時間帯に配慮した各種
相談、説明会、講演会等の実
施

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

具体的施策

事業等
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4 女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策の基本的方向 (1) ドメステッィク・バイオレンス（配偶者やパートナー等からの暴力）等対策の推進

ｱ 関係機関の連携の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

46
男女
共同

参画室

関係各課とDVに関し一同に会
して理解を深める。

個別ケース会議での連携を行っ
た。DV関連各課DVに関した勉強
会を開催し、県健康福祉センター
職員のDV情報提供、DV関連内容
の変更点などを確認した。

A 4 24年度と同様

47
男女
共同

参画室

ＤＶ被害者支援を行うため、民
間施設や公共施設と連携す
る。

関係各課と連携し、緊急時の対応
を行った。

A 4 24年度と同様

48
男女
共同

参画室

社会福祉課・こども課・高齢者
支援課・障がい者支援課等と
連携し、ネットワークの構築を
図る。

他市の連携の状況について調査
を実施した。

他市を参考として検討を行う。 B 4
他市の連携を参考にし、連携のあ
り方を検討する。

イ 相談体制の充実

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

49
男女
共同

参画室

「女性のための相談窓口」の周
知を図ると共に、相談時に保育
の実施。

市ホームページ・市広報への掲
載、市内大型スーパー・市内公共
機関の女性トイレへ相談案内カー
ドを設置し相談窓口の周知に努め
た。保育を月1回実施し、2名の保
育を実施した。

保育の利用が尐ない。保育利
用実態に合わないかもしれな
いため、実施日時を検討する。

A
2
3

「女性のための相談窓口」の周知
を図ると共に相談時の保育につい
て利用しやすい設定に変更する。

50
男女
共同

参画室

配偶者暴力相談支援センター
について設置している市の状
況調査を行う。

ちば男女共同参画担当者連絡会
議で情報収集した。

A 4
設置している市の情報から設置に
ついての検討を行う。

相談体制の充実

配偶者暴力相談支援センター
の設置に関する検討

事業等

庁内体制の整備

民間施設や社会福祉施設等と
の連携

DV対策ネットワークの構築

具体的施策

事業等

目標No

具体的施策
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ウ 被害者の保護・自立支援

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

51
男女
共同

参画室

被害者の保護と自立支援のた
めに、関係各課が情報の共有
を図り、連携体制を充実させ
る。

関係各課と連携し、緊急時の対応
を行った。 A 4 24年度と同様

エ 被害者の子どもの保護と支援の実施

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２４年度の取組内容

男女
共同

参画室

緊急を要する保護に対応でき
るよう、女性サポートセンター
や児童相談所、母子自立支援
施設等と連携をとるなど、支援
の充実を図る。

児童虐待防止対策等地域協議会
の実務者会議や個別支援会議を
に参加し、関係機関との連携を
図った。

A 4 24年度と同様

子育て
総合

相談室

男女共同参画室に協力しなが
ら子どものいる被害者の世帯
に対する支援を行う。

男女共同参画室に協力しながら
子どものいる被害者の世帯に対
する支援を行った。

A 4 24年度と同様

オ ドメスティック・バイオレンス等に対する社会認識の形成、啓発

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

53
男女
共同

参画室

若者を対象としたＤＶセミナー
を開催する。

市内中学校１校の3年生と市内高
校1校の全校生徒を対象にデート
DV予防セミナーを実施した。

12月議会でﾃﾞｰﾄDV予防ｾﾐﾅｰ
の充実の要望があった。

A
2
4

ﾃﾞｰﾄDV 予防ｾﾐﾅｰが市内中･高校
を1巡したので実施検証を行い、今
後の方向性を検討し、実施する。

事業等

52
被害者の子どもに配慮した保
護、支援の実施

具体的施策

事業等

ドメスティック・バイオレンスに
ついての研修等の実施

具体的施策

事業等

被害者の保護・自立支援

具体的施策

-  16 -



施策の基本的方向 （２） セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）等防止対策の推進

ｱ セクシュアル・ハラスメント等防止対策及び啓発事業の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

人事室

全職員の受講を目標として毎
年ハラスメント研修を実施す
る。正規職員の受講率を８９％
まで引き上げる。

ハラスメント防止研修を実施し、４
０名が参加した。正規職員の受講
率は８６％となった。

職員の受講率１００％達成のた
め引き続きハラスメント防止研
修を実施していく。
また、対象を非常勤職員まで
拡大していくことが課題であ
る。

B 4

全職員の受講を目標として毎年ハ
ラスメント研修を実施する。正規職
員の受講率を90％まで引き上げ
る。

商工
振興課

平成24年度実施予定なし
平成26年度に実施計画がある
ため今年度は実施せず。

平成26年度実施予定

男女
共同

参画室

商工振興課、鎌ケ谷市商工会
等と連携を図りながら、雇用主
へを対象に研修会を検討す
る。

商工振興課･鎌ケ谷市商工会等と
今年度事業について検討した。

来年度商工会報に記事掲載す
ることとした。 B 4 商工会報に記事を掲載する。

55
男女
共同

参画室
平成24年度実施予定なし 平成26年度実施予定

人事室

ハラスメント苦情相談員及び苦
情処理委員会を設け、職場に
おけるハラスメントの防止を図
る。

ハラスメントに関する相談件数は
１件であった。 B 3 24年度と同様

商工
振興課

セクシュアル・ハラスメントに関
するパンフレット等の配布を行
う。

国、県の作成したセクシュアル・ハ
ラスメントに関するパンフレットを
配布した。

B 3 24年度と同様

人事室

ハラスメント苦情相談員及び苦
情処理委員会の設置、研修の
実施によりハラスメントの防止
を図る。

ハラスメントに関する相談件数は
１件であった。 B 3 24年度と同様

商工
振興課

セクシュアル・ハラスメント防止
のための関連パンフレット等を
配布する。

国、県の作成したセクシュアル・ハ
ラスメントに関するパンフレットを
配布した。

B 3 24年度と同様

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

57 防止対策の推進

雇用管理上の配慮の徹底

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

具体的施策

事業等

54
セクシュアル・ハラスメント等を
理解するための学習会の実施

セクシュアル・ハラスメント等に
関する調査の実施

56
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5 男女共同参画の視点に立った教育の充実

(1) 男女共同参画を推進する教育・学習の充実

ｱ 学校教育における男女共同参画教育の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

58 指導室

校長会などの管理職研修を通
して周知するとともに、全教育
活動の中で男女平等意識を推
進する。

男女平等意識の醸成が図れた。

全教育活動を通して、男女平
等意識を推進した。それぞれ
のよさを認め、学校生活に生
かしていくような指導を推進し
ていく。

B 1
全教育活動を通して、男女平等意
識を推進していくような指導の充
実を図っていく。

59 指導室

各種研修において職員に男女
平等の大切さを周知するととも
に、男女平等の視点で学校生
活を見直す。

学校生活全体で男女平等意識の
醸成が図れた。

男女協力の大切さ、必要性を
中心に、学校生活の充実を目
指し、児童生徒の学校生活の
改善を図ってきた。引き続き、
この姿勢を持続していく。

B 1

教育活動全体を通して、男女平等
の大切さを周知するとともに、男女
平等の視点で学校生活を見直す。
また、家庭教育での啓発も行って
いく。

60 指導室

児童生徒一人ひとりの個性を
尊重し、性別にとらわれない職
業体験学習の一層の充実を図
る。

個性に応じたより多くの社会体験
学習研修先を確保し、３日間の社
会体験研修を実施した。

個性に応じた受け入れ事業所
の一層の拡大を図る

B 4
児童生徒一人ひとりの個性を尊重
し、性別にとらわれない職業体験
学習の充実を図る。

イ 生涯学習における男女共同参画の推進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

保育
支援室

子育て支援事業を実施する。
保育園で子育て支援事業を実施
した。

Ａ 1 24年度と同様

こども支
援室室/
子育て支
援ｾﾝﾀｰ

子どもの発達を見通した子育
てを考える子育てカレッジを実
施する。

児童センターのない地区にて
１回コースで、３回実施
祖父母教室を１回開催

Ａ 1
子どもの発達を見通した子育てを
考える子育てカレッジを実施。
祖父母教室の実施

生涯
学習

推進課

各学習センターにおいて家庭
教育セミナーや親子セミナー等
の乳幼児対象事業の充実を図
る。

各学習センター（公民館）におい
て、乳幼児期対象の家庭教育セミ
ナーや親子セミナー等を開催し
た。

子育て世代の参加に対する働
きかけを積極的に行う。

B
2
4

各学習センターにおいて家庭教育
セミナーや親子教室等を引き続き
実施する。親の悩みを解消する講
座などを開催する。

事業等

具体的施策

事業等

男女共同参画教育の推進

男女共同参画の視点による学
校生活の見直し

性別にとらわれない進路指導
の充実

具体的施策

61
家庭教育セミナーや親子教育
等の実施

目標No

施策の基本的方向
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こども支援
室/子育て
支援セン

ター

父親の育児参加を促す。
パパサロンを4回開催
（内、１回は同窓会）

基本は３回コースであるが、参
加がしやすいように１回参加も
可とした

Ａ 3
父親の育児参加を促す。
父親同士の交流の楽しさを伝える

生涯
学習

推進課
平成24年度の実施予定なし。

まなびぃ大学の学部主催講座で
は、男性の子育てのセミナーを実
施した。

B 1 平成27年度実施予定

63
こども支援
室/子育て
支援ｾﾝﾀｰ

平成24年度の実施予定なし。 平成26年度実施予定

64
生涯
学習

推進課

各世代を対象とした事業を各
学習センターにて実施。

市民セミナー（東部）、タウンセミ
ナー（北部）等を各学習センター
（公民館）において開催した。

対象の世代に合った事業の企
画・立案を行う。

B
1
3

高齢者向けのIT講習や若年者向
けの講習など、各世代のニーズに
合った事業を実施する。

65
生涯
学習

推進課

父親が「おやじの会」に参加す
るきっかけづくりを行い、会の
活動を支援する。
団体、サークルの活動を支援
するため各学習センターにて
サークル懇談会、サークル発
表会（公民館まつり）等を開催
する。

「おやじの会」の活動状況をまと
め、市ホームページや各会に紹介
した。
各学習センターにおいてサークル
発表会、ふれあいまつり等を実施
した。

「おやじの会」は、会員数の減
尐や新規会員がなかなか集ま
らないという課題を抱えてい
る。

Ａ
2
3

各学習センターにてサークル懇談
会を開催し、指導者育成を図る。
サークル発表会（公民館まつり）等
を開催する。
「おやじの会」の活動状況を調査
し、冊子にとりまとめる。

ウ 教育関係者に対する男女共同参画研修の充実

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

66 指導室
県主催男女平等教育への教職
員の参加、学校独自の男女平
等教育の研修会を開催する。

セクシュアル・ハラスメント、パ
ワーハラスメントなどを含めた教
職員の不祥事防止研修を全校で
行った。

団塊世代の大量退職に伴い、
若手職員の大量採用により、
若手職員へのきめ細かな周知
への取組が必要である。

B 1

県主催男女平等研修会の参加の
他に市主催の不祥事防止研修会
やモラールアップ研修会を開催す
る。

男女
共同

参画室

男女共同参画に関する研修会
を開催する。

10月に男女共同参画関係職員研
修を開催した。

小中学校の教員の参加が尐な
かった。教員の参加しやすい日
程の設定の検討が必要。

A
1  2
    4

24年度と同様

生涯
学習

推進課

生涯学習職員研修会を実施す
る。
生涯学習に関するボランティア
の養成及び育成等の講座の開
催.

生涯学習推進研修会を生涯学習
推進関係職員を対象に実施した。
読み聞かせボランティアアドバン
ス研修会を開催した。

読み聞かせボランティアアドバ
ンス研修会は、出前講座を実
施した成果があった。

Ａ
2
3

生涯学習職員研修会を実施する。
職員の参加者の増加を図る。読み
聞かせボランティアアドバンス研修
会を開催する。

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

67
男女共同参画のための指導
者研修

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

学習・行事等における託児の
実施

ライフステージに応じた学習の
推進

団体、グループ、サークルの育
成と支援

具体的施策

事業等

男女共同参画教育のための
教職員研修

62
男性の子育てのセミナーや研
修の実施
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6 男女共同参画の視点に立った安心・安全なまちづくり

施策の基本的方向 (1) 男女共同参画の視点にたった環境の整備

ｱ 性差に配慮した防犯環境の改善・整備

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

68
安全

対策課

防犯協会への補助金助成を通
じて、市内の防犯力向上に寄
与する

防犯サテライト事業(川慈公園に
て合同防犯現地診断、防犯キャン
ペーンを実施。被害額が大きい振
り込め詐欺の実演により意識啓
発を実施。ひったくり防止自転車
かごカバーの配布（200個）参加者
2１0名程度。)　防犯協会女性部
による振り込め詐欺防止活動の
実施。

地域安全活動を効果的に推進
するため、関係機関との連携を
通じて、防犯協会組織の強化
やパトロール隊の加入促進、
住民の防犯意識の醸成が必
要。

Ａ
1
4

関係機関と連携し、防犯サテライト
事業を中心としたキャンペーンを
行い、女性が被害者となりやすい
ひったくりや振り込め詐欺等の防
止を図るとともに、防犯意識の醸
成を図る。

69
安全

対策課

自治会等の管理団体が管理す
る防犯灯の維持管理及び新設
時に助成を行う。Ｈ２４年度は、
７，７１８灯の維持管理及び５６
灯の新設を予定

H２４年度、防犯灯７，７２０灯の維
持管理及び５４灯の新設（内１３灯
ＬＥＤ）に対し助成を行った。

防犯灯のＬＥＤ化の促進方法を
検討 Ａ 3

自治会等の管理団体が管理する
防犯灯の維持管理及び新設時に
助成を行う。Ｈ２５年度は、７，８０８
灯の維持管理及び６７灯の新設を
予定

70
生涯
学習

推進課

・情報をもとにした効果的な補
導活動の実施。
・『子ども110番の家』の市民へ
の周知及び協力者の意識の啓
発。
・子ども安全メールによる効果
的な安全情報の提供。

「こども１１０番の家」の設置箇所
を増やし地域での子どもの安全を
見守る意識の啓発に努めた

新たな協力者の把握が必要で
ある Ａ 4

・情報をもとにした効果的な指導
活動の実施。
・「こども110番の家」の市民への
周知及び協力者の意識の啓発。
・子ども安全メールによる効果的な
安全情報の提供。

イ 男女とも利用しやすい公共施設の整備

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

男女
共同

参画室

男女ともに利用しやすい公共
施設の整備が進むよう、職員
に対し、男女共同参画の視点
で事業展開できるよう研修の
機会等を設ける。

10月に男女共同参画関係職員研
修を開催した。 A

1  2
   4

24年度と同様

こども
支援室

実施予定なし

子育て支援対策として、公共施設
に授乳室を設置し育児中の方が
安心して利用しやすい施設整備を
図る。市役所に授乳室を設置予
定。

71
男女とも利用しやすい公共施
設の整備

事業等

地域ぐるみの防犯意識の醸成

防犯灯の維持管理費の助成

環境浄化活動の推進

具体的施策

事業等

目標No

具体的施策
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（２） 男女共同参画の視点にたった防災（災害復旧）対策

ｱ 男女共同参画の視点にたった防災（災害復旧）対策

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

72
安全

対策課

近年の災害や国・県の上位計
画・関連法令等を踏まえるとと
もに、男女共同参画の視点を
取り入れた地域防災計画の修
正素案の作成を行う。

地域防災計画の基礎資料となる
防災基礎調査を実施し、併せて男
女共同参画の視点に立った意見
を加味した同計画の修正素案を
作成。

今後は、地域防災計画の修正
に向けた鎌ケ谷市防災会議の
開催やパブリックコメントの実
施等手続きを行う必要がある。

B
2
4

近年の災害や国・県の上位計画・
関連法令等を踏まえると共に、男
女共同参画の視点を取り入れた
地域防災計画の修正を行う。

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

施策の基本的方向

具体的施策

事業等

地域防災計画への女性の参
画
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7 だれもが生涯を通じて健康に暮らせる支援の充実

(1) リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の推進

ｱ リプロダクティブ・ヘルス/ライツの学習機会の提供

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

男女
共同

参画室

男女共同参画セミナー又は情
報誌のテーマとして検討する。

男女共同参画推進センターニュー
ス№20にテーマとして掲載した。 Ａ 3 24年度と同様

こども支
援室/子
育て支援

ｾﾝﾀｰ

高校生と乳児の親子との交流
会、中学生と乳幼児とのふれ
あい体験を実施する。

鎌ケ谷高校　　　　７回
鎌ケ谷西高校　　 ６回
第五中学校　　　　２回
第二中学校　　　　３回

学校は、新年度にならないと調
整が出来ない。日程調整の難
しさはある。

Ａ 4
鎌ケ谷高校　　　　7回
鎌ケ谷西高校　　 ６回
鎌ケ谷中学校　 　２回

健康
増進課

プレママ教室、女性のための
健康教室を開催する。

プレママ教室　31回/年。参加者
７８８人。女性の健康教室を１回開
催し　１４人参加した。

Ａ
1
3

24年度と同様

指導室

保健体育指導や生き方の指導
を通じて、女性の性と生殖に関
する自己決定権などについて
意識の浸透を図る。

男女ともに、発達段階に応じて一
人ひとりの体の構造、清潔を保つ
等の重要性を知るとともに自分と
相手を大切にすることの重要性を
学んだ。

自分と相手を大切にする重要
性を強調してきた。また、身体
的、精神的、社会的に完全に
良好な状態にあることを発達
段階に即して教授することを目
指したい。

B 3

男女ともに、発達段階に応じて一
人ひとりの体の構造、清潔を保つ
等の重要性を知るとともに自分と
相手を大切にする意識の浸透を
図る。

健康
増進課

検診をはじめ健康関係事業、イベ
ントにてパンフレットの配布をす
る。女性の健康教室においてつい
て女性特有の疾患や体の変化に
ついて学ぶ。
女性の健康教室を開催する。
福祉健康フェアにてパンフレットを
配布する。
命の大切さやからだのしくみにつ
いての学校での健康教育の実施
や、福祉健康フェア等のイベントで
パンフレットを配布する。

健診会場など様々な会場でパンフ
レットを配布、ポスターの掲示を
行った。
女性の健康教室を開催し、１４人
の参加があった。
学校での思春期教育を　４校で実
施。６８９名とその保護者１４２名
が参加した。

思春期健康教育を推進するた
め他機関との連携を強めていく
ための対策が必要である。

Ｂ
   1
   3  4

保護者、教員向けの思春期講演
会を実施し、正しい性教育の普及
を図り、思春期教育を推進してい
く 。
命を大切にでき、自尊感情を育め
るよう、発達段階に応じた健康教
育内容の充実を図る。

指導室

相談活動を充実するとともに、
広報活動も充実する。
県主催のエイズ教育研修会へ
の参加、保健体育の時間をは
じめとする教科・領域での指導
の充実を図り、エイズ予防教育
を促進する。

県主催の研修会に教職員が参加
した。また、医科研究会などで実
際に授業の組立を直接医師から
助言を得た

さらなる相談活動、広報活動の
充実が必要である。

B 4

県主催のエイズ教育研修会への
参加、保健体育の時間をはじめと
する教科・領域での指導の充実を
図り、エイズ予防教育等を促進す
る。また、市医科研究協議会にて
医師より助言指導を受ける。

73
リプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツの学習の実施

74 正しい性教育の普及

目標No

施策の基本的方向

具体的施策

事業等
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（２） 性差に配慮した健康の維持増進

ｱ 性差に配慮した健康の維持増進

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

健康
増進課

思春期保健学習会「学ぼう!ふ
れよう!!生命誕生～いのちの大
切さ」において､赤ちゃん誕生
の講義と命の大切さについて
啓発する｡タバコ･アルコール･
薬物の害の健康教育を通し､子
どもが自分の健康を考える機
会とする｡また､保護者への講
義を行い､家庭での性教育の
振り返りと､保護者自身の健康
についての啓発もしていく｡ま
た､家庭･学校･地域が連携し､
相互の協調を図ることによっ
て､よりよい思春期教育が市全
体で実施できるよう思春期ネッ
トワーク会議の充実を図る｡

各学校での思春期教育を　小学
校４校・中学校１校で実施。児童６
８９名とその保護者１４２名に実
施。　　　思春期ネットワーク会議
を学校関係者、市役所内関係機
関、保健所と開催。今年度は学校
保健医と各小中学校PTAにも参
加を促し、医師１名と、PTAより３７
名の参加があった。

Ａ
1  2
   4

24年度と同様

指導室

保健体育指導や生き方の指導
を通じて、女性の性と生殖に関
する自己決定権などについて
意識の浸透を図る。

保健体育指導の充実が図れた。
保健体育指導の研修会などに
積極的に参加し、より指導の充
実を図る必要がある。

B 1 24年度と同様

76
健康

増進課

安心･安全に出産を迎えられる
よう､妊婦面接やﾌﾟﾚﾏﾏ教室、
パパママ教室において､定期検
診はじめ禁煙･禁酒の必要性
について啓発する｡
安心して妊娠、出産期を過ご
せるよう妊婦面接･妊産婦訪
問･プレママ教室、パパママ教
室等において情報提供や健康
の保持増進や不安解消のため
に必要な指導･助言をする.
千葉県保健医療計画統括南部
医療圏位置づけられた地域周
産期母子医療センターの利用
を周知していく｡

母子健康手帳発行時に、保健
師、助産師が面接を行い、必要な
妊婦について、禁煙、禁酒教育を
実施。
安心して子どもを産み育てられる
ように面接・訪問・教室などあらゆ
る機会をとらえ必要な助言・指導
を行った。（妊産婦訪問は実５４２
人延べ５４９人、面接実１０９１人
延べ１０９１人）
男性に対してもパパママ教室を通
して健康に関する情報提供や窓
口相談の周知を行った。（パパマ
マ教室参加者　143組＋妊婦2人）

A 1 24年度と同様

事業等

75 思春期における健康支援

妊娠・出産期における健康支
援

施策の基本的方向

具体的施策
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健康増進法に基づく､がん検診･歯
周病疾患検診･肝炎ウィルス検診･
健康診査等を実施する｡セット検診
(胸部検診･胃がん･大腸がん)･乳
がん･子宮がん検診､肝炎ウィルス
検診を実施する｡乳がん検診の検
査項目(視触診･マンモグラフィ)が
隔年実施となるため､精度の低下
を防止する｡方法として①視触診
該当年齢者に対し送付をしている
問診票と併せて受診勧奨を行う｡
②受診者に自己触診の定期的な
実施の勧奨を行う｡③マンモグラ
フィ受診者に次年度説明(視触診
の受診勧奨)を行う｡子宮がん検診
は､20～30代の若年層へ乳幼児相
談等の通知案内と併せて受診勧
奨をする｡各種がん検診の受診率
の向上を図る｡(ｾｯﾄ検診は120日
間､乳がん検診は53日間実施す
る｡)健康保険法に伴う生活保護者
のうち社会保険未加入者に対する
健康診査を関連機関等と協議を
図りながら実施する｡個別通知に
より､歯周疾患検診を実施し､歯の
喪失を予防する｡
健康相談を総合福祉保健センター
を含め市内７会場で２６回開催す
る。その他老人クラブ等市民から
の依頼で健康相談を実施し、不安
の解消を図る。

健康
増進課

健康増進法に基づく､がん検
診･歯周病疾患検診･肝炎ウィ
ルス検診･健康診査等を実施
する｡セット検診(胸部検診･胃
がん･大腸がん)･乳がん･子宮
がん検診､肝炎ウィルス検診を
実施する｡乳がん検診の検査

項目(視触診･マンモグラフィ)が
隔年実施となるため､精度の低
下を防止する｡方法として①視
触診該当年齢者に対し送付を
している問診票と併せて受診

勧奨を行う｡②受診者に自己触
診の定期的な実施の勧奨を行
う｡③マンモグラフィ受診者に次
年度説明(視触診の受診勧奨)
を行う｡子宮がん検診は､20～
30代の若年層へ乳幼児相談等
の通知案内と併せて受診勧奨
をする｡子宮頸がん、乳がんの
個別検診は、10月末に未受診
者へ受診勧奨を実施。各種が
ん検診の受診率の向上を図
る｡(ｾｯﾄ検診は120日間､乳が
ん検診は53日間実施する｡)健
康保険法に伴う生活保護者の
うち社会保険未加入者に対す
る健康診査を関連機関等と協
議を図りながら実施する｡個別
通知により､歯周疾患検診を実

施し､歯の喪失を予防する｡
健康相談を市内７会場で２６回
開催する。その他、市民からの
依頼や地区リハビリ教室等で
健康相談を実施し、不安の解

消を図る。

受診状況は、胸部検診は6,071
人、胃がん検診は4,832人、個別
327人、大腸がん検診は6,527人、
乳がん検診（視触診）は2,730人、
乳がん検診（マンモグラフィ）は
2,609人、子宮がん検診は4,238
人、肝炎ウィルス検診40歳は510
人、41歳以上は191人、健康診査
は47人だった。
成人地区健康相談は総合福祉保
健センターを含め７会場で合計２
６回、９７人の利用があった。歯周
疾患検診を実施し、40歳、５０歳、
６０歳(6,248人)に対して個別通知
を行い、284人が受診した。
成人健康相談・老人クラブや地区
リハビリ教室等で125回、2,233人
に健康相談を行うことができた。

Ａ
   1  2
   3

77
性差に配慮したライフステージ

ごとの健康支援
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（３） 性差に配慮した高齢者・障がい者の自立支援

ｱ 性差に配慮した高齢者の自立支援

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２４年度の取組内容

高齢者
支援課

社会福祉センターで教養や娯
楽、健康増進活動の場として
充実をさせる。
老人クラブにおいて、スポーツ
やレクリエーション活動を促進
する。

老人クラブ
会員数1,416名（うち男性585名）
シルバークッキング参加29名(うち
男性3名)
ゲートボール、グラウンドゴルフ大
会参加延べ422名（うち男性264
名）
社会福祉センター
利用者延べ35,511名（うち男性
21,666名）
健康相談(6回)参加延べ68名（うち
男性53名）
健康増進体操(30回)延べ参加587
名（うち男性63名）

情報の把握、発信を行うため、
老人クラブ連合会や指定管理
者と連携をとっていく。

A 1

社会福祉センター主催の各講座
の広報活動を実施する。
老人クラブにおいて、スポーツやレ
クリエーション活動のため、競技用
品の貸し出しを促進する。

生涯
学習

推進課

各学習センターにおいて各種
高齢者向け事業を実施し、そ
の中で男女共に学び活動する
機会を提供する。

各学習センター（公民館）におい
て、高齢者向け事業を実施した。

参加希望者が多数のため、初
めての申込の方に配慮してい
る。

A
1
3

高齢者向けの事業「東部シニア倶
楽部」、「北部シルバーカレッジ」な
どで健康管理や介護に関する講
座を実施する。

79
高齢者
支援課

行政と介護相談員との会議を
隔月で実施する。特別養護老
人ホーム増設に伴い、相談員
の人員を増やし、派遣回数を
拡大する。
施設との連絡会議を行い利用
者の情報交換に努める。

連絡会議を４回、相談員の派遣回
を延べ２８８回実施した。

A 1 24年度と同様介護や自立のための相談

施策の基本的方向

具体的施策

事業等

78
介護や自立のための情報提
供・啓発・セミナーの実施
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イ 性差に配慮した障がい者の自立支援

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

80
障がい
福祉課

コミュニケーション支援事業の
充実のため手話通訳・要約筆
記奉仕員養成講座を実施す
る。

平成24年度手話奉仕員養成講座
入門(全23回)を開催。参加者16名
内15名修了。難聴者のための手
話講習会(全12回)を開催。参加者
17名 内17名修了。啓発のための
手話講習会(全15回)を開催。参加
者15名うち15名修了。

要約筆記奉仕員養成講座は３
年に１回の実施のため、平成２
４年度の実施はなかったが、難
聴者が自立するための手話講
習会を開催できた。

A 1
コミュニケーション支援事業の充
実のため各種手話通訳奉仕員養
成講座を実施する。

81
障がい
福祉課

窓口の相談強化に加え、地域
活動支援センターへの相談事
業の充実に努める。

八千代地域活動支援センター２４
人、サポートネット鎌ケ谷２，１６１
人

市外の地域活動支援センター
における鎌ケ谷市の相談件数
が昨年度よりは増えているもの
の依然として尐ない傾向にあ
る。相談事業所の周知も必要
である。

Ｂ 1

窓口の相談強化に加え、相談事
業所の周知、地域活動支援セン
ターへの相談事業の充実に努め
る。

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

具体的施策

事業等

介護や自立のための情報提
供・啓発・セミナーの実施

介護や自立のための相談

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

-  27 -



8 男女共同参画推進体制の充実及び男女共同参画推進センター運営の充実

施策の基本的方向 (1) 男女共同参画推進体制の充実

ｱ 男女共同参画条例の制定

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

82
男女
共同

参画室
平成26年度検討予定

イ 推進体制の充実

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

83
男女
共同

参画室
平成26年度検討予定

84
男女
共同

参画室

進行管理表を作成し、男女共
同参画計画の進捗状況の公表
を行う。

男女共同参画推進会議、男女共
同参画推進懇話会において、計
画の進行管理を行い、ホームペー
ジで結果を公表した。

A 4 24年度と同様

ウ 施策の評価

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

85
男女
共同

参画室
平成26年度検討予定

86
男女
共同

参画室
平成23年度完了事業評価の導入

事業等

男女共同参画推進審議会の
検討

計画の進行管理及び結果の
公表

具体的施策

事業等

施策評価についての検討

目標No

具体的施策

事業等

男女共同参画条例の検討

具体的施策
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（２） 庁内における男女共同参画の推進

ｱ 庁内推進体制の充実

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

87
男女
共同

参画室

男女共同参画推進会議で実施
計画の進行管理を行う。

第１次実施計画進行管理につい
て会議を開催した。

A
2
4

24年度と同様

88
男女
共同

参画室

庁内体制の充実を図るため、
担当者レベルでの推進につい
て検討を行う。

第1次実施計画担当課より計画担
当者を選任し、担当者説明会を4
月に実施し計画への理解を深め
た。

A
2
4

庁内計画担当者会議を開催し、計
画の推進を図る。

イ 市職員の男女共同参画意識の啓発

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

人事室

男女共同参画研修を、職員研
修の中で実施し、新規採用職
員以外の職員にも参加を促
す。

男女共同参画研修を実施し（新規
採用職員研修と合同実施）４５名
（うち新規採用職員以外１８名）が
受講した。

Ａ 4 24年度と同様

男女
共同

参画室
総務課との連携を図る。

新規採用職員で研修を行い、新
係長･新課長への特段の参加を
呼びかけた。
全職員対象に「男女共同参画研
修」を外部講師を招いて行った。

Ａ
1  2
3  4

24年度と同様

（３） 男女共同参画推進センター機能の充実

ｱ 男女共同参画推進センター機能の充実

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

90
男女
共同

参画室

男女共同参画に関するセミ
ナーを実施・男女共同参画推
進センターホームページの充
実・男女共同参画関係団体
ネットワーク会議で交流事業等
の開催・男女共同参画関係調
査の実施や支援を行う。

貸出図書約５００冊及びビデオを
配架。図書館から借り出している
ものは年４回入れ替えて情報提
供した。
関連資料の情報に配慮し、その
収集に努めた。セミナー等事業の
実施及び男女共同参画情報を発
信した。

A
1  2
3  4

男女共同参画に関するセミナーを
実施・男女共同参画推進センター
ホームページの充実・男女共同参
画関係団体ネットワーク会議で交
流事業等の開催・男女共同参画
関係調査の実施や支援を行う。移
転に伴う市民への周知を行う。

具体的施策

事業等

89 市職員研修の充実

事業等

学習・研修、情報収集・提供、
交流、調査の実施

施策の基本的方向

具体的施策

施策の基本的方向

具体的施策

事業等

鎌ケ谷市男女共同参画推進
会議の充実

庁内女性会議の開催
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イ 男女共同参画関係団体への支援と協働

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

91
男女
共同

参画室

男女共同参画関係団体ネット
ワーク会議の拡充を図る。

団体と連携し、まなびぃふれあい
フェスタを開催した。 A

2
3

24年度と同様

ウ 男女共同参画推進センターの市民運営

事
業
No

所属所名 24年度の取組内容 24年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２５年度の取組内容

92
男女
共同

参画室

市内団体育成・人材育成に取
り組む。
併設の市民活動推進センター
と市民運営に向け調整を行う。

併設の市民活動推進センターと
の調整を行った。市内団体育成・
人材育成センター講座の実施、関
係団体との会議・まなびぃふれあ
いフェスタを実施した。

A 4
市内団体育成・人材育成に取り組
む。

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

事業等

男女共同参画推進センターの
市民運営検討

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

具体的施策

事業等

男女共同参画関係団体との連
携

具体的施策
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